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 令 和 ３ 年 第 ２ 回 伊 佐 市 議 会 定 例 会 の 開 会 に あ た り 、 報

告 第 ３ 号 か ら 報 告 第 ８ 号 ま で に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、 報 告 第 ３ 号 及 び 報 告 第 ４ 号 の 「 専 決 処 分 の 報 告 」

に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 こ れ ら ２ 件 に つ き ま し て は 、 地 方 自 治 法 第 1 8 0条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 市 長 の 専 決 事 項 に 指 定 さ れ た １ 件 1 0 0万 円

以 下 の 損 害 賠 償 の 額 の 決 定 及 び 和 解 並 び に 当 該 損 害 賠 償

に 係 る 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 に 関 し 専 決 処 分 し た も の で 、

同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る も の で あ り ま す 。  

 

 報 告 第 ３ 号 に つ き ま し て は 、 伊 佐 市 環 境 政 策 課 事 務 所

敷 地 内 に お い て 、 市 職 員 が 除 草 作 業 を 行 っ て い た と こ ろ 、

使 用 し て い た 刈 払 機 に よ っ て は じ か れ た 石 が 、 駐 車 し て

い た 相 手 方 が 所 有 す る 車 両 の 窓 ガ ラ ス を 損 壊 し た も の で 、

損 害 賠 償 の 額 及 び 和 解 の 内 容 と い た し ま し て は 、 事 故 の

過 失 割 合 は 、 市 を 1 0 0 パ ー セ ン ト と し 、 市 は 相 手 方 に  

３ 万 ５ 千 円 を 支 払 う こ と を も っ て 、 以 後 市 と 相 手 方 の 双

方 は 、 本 件 事 故 に 関 し 異 議 を 申 し 立 て な い こ と を 確 約 す

る も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 報 告 第 ４ 号 に つ き ま し て は 、 報 告 第 ３ 号 に 係 る

損 害 賠 償 に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ た も の

で あ り ま す 。  

 

 そ の 財 源 と い た し ま し て は 、 諸 収 入 を も っ て 充 当 し て

お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  

３ 万 ５ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ

れ ぞ れ 1 6 3億 3 , 1 8 5万 １ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  



      - 2 -  

次に、報告第５号「令和２年度伊佐市一般会計予算継続費

繰越計算書」について説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

本件につきましては、新庁舎建設検討事業（オフィス環境

整備支援業務委託）の令和 ２年度の執行残額 43万円を令和３

年 度 に 繰 り 越 し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 施 行 令 第 145条 第 １

項の規定により繰越計算書を調製し、ここに報告するもので

あります。  

 

次 に 、 報 告 第 ６ 号 「 令 和 ２ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 予 算 繰

越 明 許 費 繰 越 計 算 書 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

本件につきましては、 新型コロナウイルス感染症対応対策

関連に伴う繰越事業として、光ファイバ回線整備事業ほか 21

事業、令和２年７月豪雨災害関連に伴う繰越事業として、強

い農業・担い手づくり総合支援交付金事業ほか７事業 、それ

以外の繰越事業として 、菱刈庁舎管理事業ほか 20事業、以上

51事業の総額 28億 5,064万９ 千円のうち 25億 9,628万２千 円を

令 和 ３ 年 度 に 繰 り 越 し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 施 行 令 第 146

条第２項の規定により 繰越計算書を調製し、ここに報告する

ものであります。  

 

次 に 、 報 告 第 ７ 号 「 令 和 ２ 年 度 伊 佐 市 農 業 集 落 排 水 事

業 特 別 会 計 予 算 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 」 に つ い て 説 明 申

し 上 げ ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、（ 農 集 ） 機 能 強 化 対 策 事 業  

4,230万 ４ 千 円 の 全 額 を 令 和 ３ 年 度 に 繰 り 越 し ま し た の で 、

地 方 自 治 法 施 行 令 第 146条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 繰 越 計 算 書 を

調製し、ここに報告するものであります。  
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次 に 、 報 告 第 ８ 号 「 菱 刈 泉 熱 開 発 有 限 会 社 経 営 状 況 」

に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 第 2 6期 事 業 報 告 書 の １ ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。 当 期

の 概 要 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 令 和 ３ 年 ３ 月 末 の 給 湯 先 件 数 は 、 昨 年 度 同 様 1 6件 で 、

給 湯 量 は 、 前 期 末 と 同 量 の 毎 分 7 3 5リ ッ ト ル で あ り ま す 。  

 

 業 績 に つ き ま し て は 、 ２ ペ ー ジ 以 降 で 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

 ２ ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。  

 

 ま ず 、 資 産 の 部 は 、 流 動 資 産 に 預 金 3 9 6万 3 , 1 5 3円 及 び

売 掛 金 １ 万 ５ 千 円 の 合 計 3 9 7万 8 , 1 5 3円 と な り ま す 。 負 債

及 び 資 本 の 部 に つ い て は 、 流 動 負 債 に 未 払 費 用 1 0万 円 、

未 払 法 人 税 等 ７ 万 １ 千 円 及 び 預 り 金 ７ 万 ２ 千 円 、 資 本 金

に 3 0 0万 円 、 剰 余 金 に 前 期 繰 越 利 益 7 4万 7 , 4 9 2円 、 当 期 純

損 失 １ 万 2 , 3 3 9円 の 合 計 3 9 7万 8 , 1 5 3円 で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 ３ ペ ー ジ の 損 益 計 算 書 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

 営 業 損 益 の 部 の 売 上 高 は 、 旅 館 等 に 給 湯 し て い る 湯 料

で 1 9 7万 2 , 8 0 0円 で あ り 、 こ れ か ら 売 上 原 価 1 6 5万 2 , 4 8 5円

及 び 一 般 管 理 費 2 6 万 1 , 7 4 6 円 を 差 し 引 い た 営 業 損 益 は  

５ 万 8 , 5 6 9円 の 黒 字 に な り ま す 。  

 

 こ の 営 業 損 益 に 営 業 外 収 益 を 加 え た 経 常 利 益 は  

５ 万 8 , 6 6 1 円 と な り 、 こ れ か ら 法 人 税 及 び 住 民 税 等  

７ 万 １ 千 円 を 差 し 引 い た 当 期 利 益 は 、 マ イ ナ ス  
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１ 万 2 , 3 3 9円 と な り 、 前 期 繰 越 損 益 を 加 え た 当 期 未 処 分 利

益 は 、 7 3万 5 , 1 5 3円 で あ り ま す 。  

 

次 に 、 ４ ペ ー ジ の 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に つ い て 説 明

申 し 上 げ ま す 。  

 

 資 本 金 は 、 伊 佐 市 と 住 友 金 属 鉱 山 株 式 会 社 が 3 0株 ず つ

の 計 6 0株 保 有 し て お り ま す 。 一 株 ５ 万 円 で あ り ま す 。  

 

 繰 越 利 益 剰 余 金 の 当 期 末 残 高 は 7 3万 5 , 15 3円 、 株 主 資 本

合 計 及 び 純 資 産 の 当 期 末 残 高 は 、 3 7 3万 5 , 1 5 3円 と な り ま

す 。  

 

 次 に 、 第 2 7期 事 業 計 画 書 の １ ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。  

 

第 2 7期 事 業 計 画 書 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 売 上 高 は 1 9 6万 １ 千 円 を 見 込 ん で お り ま す 。  

 

 原 価 計 は 1 6 5万 ４ 千 円 、 一 般 管 理 費 は 2 5万 １ 千 円 、 営 業

利 益 は ５ 万 ６ 千 円 と な り 、 こ れ に 法 人 税 及 び 住 民 税 等  

８ 万 円 を 差 し 引 い た 当 期 利 益 は マ イ ナ ス ２ 万 ４ 千 円 を 見

込 ん で お り ま す 。  

 

 今 後 も 厳 し い 経 営 が 予 想 さ れ ま す が 、 引 き 続 き 経 費 の

一 層 の 節 減 を 図 る よ う 努 め て ま い り ま す 。  

 

 以 上 で 報 告 ６ 件 の 説 明 を 終 わ り ま す 。  

 

 

―――  降  壇  ―――  
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 議 案 第 3 9号 か ら 議 案 第 4 9号 ま で に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

 ま ず 、 議 案 第 3 9号 か ら 議 案 第 4 2号 ま で の 「 専 決 処 分 の

承 認 を 求 め る こ と 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 議 案 第 3 9号 は 、「 伊 佐 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 」 を 専 決 処 分 し た も の で あ り ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影

響 に よ り 収 入 が 減 少 し た こ と 等 に よ る 介 護 保 険 料 の 減 免

の 対 象 と な る 期 間 を １ 年 間 延 長 す る こ と な ど の 所 要 の 改

正 を 行 っ た も の で あ り ま す 。  

 

 議 案 第 4 0号 は 、「 伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 」 を 専 決 処 分 し た も の で あ り ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影

響 に よ り 収 入 が 減 少 し た こ と 等 に よ る 国 民 健 康 保 険 税 の

減 免 の 対 象 と な る 期 間 を １ 年 間 延 長 す る 改 正 を 行 っ た も

の で あ り ま す 。  

  

議 案 第 41号 は 、「 伊 佐 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」

を 専 決 処 分 し た も の で あ り ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 等 が 令 和 ３ 年 ３ 月 3 1日 に 公 布 さ れ た こ と に 伴 い 、 新 型

コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 拡 大 に よ る 影 響 を 踏 ま え 、 課 税

標 準 額 が 増 加 す る 土 地 に つ い て 、 令 和 ３ 年 度 に 限 り 前 年

度 の 課 税 標 準 額 に 据 え 置 く 特 別 な 措 置 を 講 ず る こ と 、 軽

自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 税 率 を １ パ ー セ ン ト 分 軽 減 す る

臨 時 的 軽 減 に つ い て 、 適 用 期 限 を ９ か 月 延 長 し 、 令 和 ３
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年 1 2月 3 1日 ま で に 取 得 し た も の を 対 象 と す る こ と 、 住 宅

借 入 金 等 特 別 税 額 控 除 の 特 例 の 適 用 期 限 の 延 長 な ど の 所

要 の 改 正 を 行 っ た も の で あ り ま す 。  

 

議 案 第 4 2号 は 、「 令 和 ３ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第 ２ 号 ）」 を 専 決 処 分 し た も の で あ り ま す 。  

 

 今回の補正は、新型コロナウイルス感染症 対応対策関連経

費について所要の措置を講じたもので 、民生費につきまして

は、ひとり親世帯への生活支援特別給付金に要する経費につ

いて新たに措置し、衛生費 につきましては、新型コロナウイ

ルスワクチン移送に要する経費 などについて新たに措置して

おります。  

 

これらの財源につきましては、国庫支出金をもって充当し

ております。  

 

こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  

2,881万 ６ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

それぞれ 163億 3,181万６千円とするものであります。  

 

こ れ ら ４ 件 に つ い て は 、 特 に 緊 急 を 要 す る た め 、 議 会

を 招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で あ る と 認 め

た の で 、 地 方 自 治 法 第 1 7 9条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分

し た も の で 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り こ れ を 報 告 し 、 承

認 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 4 3号 「 令 和 ３ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予

算 （ 第 ４ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

今 回 の 補 正 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 対 策 関

連 経 費 な ど に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ た も の で あ り ま す 。  
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 補 正 の 主 な 内 容 に つ い て 歳 出 か ら 順 次 説 明 い た し ま す 。  

 

 総 務 費 に つ き ま し て は 、 伊 佐 市 の 魅 力 を 広 く 周 知 す る

と 同 時 に 特 産 品 の 販 路 拡 大 等 を 図 る た め 、 電 子 書 籍 や 動

画 、 紙 冊 子 の 作 成 に 要 す る 経 費 な ど に つ い て 新 た に 措 置

し て お り ま す 。  

 

 民 生 費 に つ き ま し て は 、 保 育 所 や 放 課 後 児 童 ク ラ ブ の

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 防 止 対 策 へ の 支 援 に 要 す る 経 費

な ど に つ い て 新 た に 措 置 し 、 農 林 水 産 業 費 に つ き ま し て

は 、 金 山 ね ぎ の 作 付 け 面 積 拡 大 へ の 支 援 に 要 す る 経 費 に

つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 商 工 費 に つ き ま し て は 、 十 曽 青 少 年 旅 行 村 施 設 の 光 熱

水 費 な ど に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ 、 土 木 費 に つ き ま し

て は 、 橋 り ょ う の 長 寿 命 化 修 繕 及 び 土 木 積 算 シ ス テ ム 使

用 に 係 る ラ イ セ ン ス 購 入 に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措

置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

消 防 費 に つ き ま し て は 、 県 道 布 計 山 野 線 の 道 路 拡 幅 に

伴 う 第 五 分 団 消 防 詰 所 移 転 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に

措 置 し 、 教 育 費 に つ き ま し て は 、 西 太 良 地 区 コ ミ ュ ニ テ

ィ 広 場 ト イ レ 改 修 及 び 成 人 式 参 加 者 に 対 す る Ｐ Ｃ Ｒ 検 査

費 用 の 一 部 助 成 に 要 す る 経 費 な ど に つ い て 新 た に 措 置 し

て お り ま す 。  

 

以 上 、 歳 出 に つ い て 説 明 い た し ま し た が 、 こ れ ら の 財

源 に つ き ま し て は 、 使 用 料 及 び 手 数 料 、 国 庫 支 出 金 、 県

支 出 金 、 財 産 収 入 、 繰 入 金 、 諸 収 入 及 び 市 債 を も っ て 充

当 し て お り ま す 。  
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 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  

１ 億 2 , 4 3 5万 ９ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入

歳 出 そ れ ぞ れ 1 6 4億 5 , 6 2 1万 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

こ の ほ か 、 地 方 債 に お い て 、 過 疎 対 策 事 業 に つ い て 限

度 額 変 更 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 4 4号 「 伊 佐 市 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 行 政 手 続 に お け る 押 印 見 直 し に

伴 い 、 固 定 資 産 評 価 の 審 査 申 出 書 へ の 審 査 申 出 人 の 押 印

を 廃 止 す る こ と な ど の 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 4 5号 「 伊 佐 市 十 曽 青 少 年 旅 行 村 の 設 置 及

び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に つ

い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 新 た な 貸 出 用 具 と し て 電 動 ア シ

ス ト 自 転 車 を 導 入 す る こ と や 、 管 理 棟 の 新 設 な ど に 伴 い 、

所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 4 6号 「 伊 佐 市 公 の 施 設 に 係 る 使 用 料 等 の

減 免 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に つ い

て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 伊 佐 市 体 育 協 会 が 伊 佐 市 ス ポ ー

ツ 協 会 に 名 称 変 更 さ れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 改 正 を 行 う

も の で あ り ま す 。  
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次 に 、 議 案 第 4 7号 「 財 産 の 取 得 」 に つ い て 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 初 年 度 登 録 か ら 2 2年 を 経 過 し た

第 ７ 分 団 の 消 防 ポ ン プ 自 動 車 の 更 新 に 係 る 仮 契 約 を 、 株

式 会 社 鹿 児 島 消 防 防 災 と 令 和 ３ 年 ５ 月 ７ 日 に 締 結 し ま し

た の で 、 地 方 自 治 法 第 9 6条 第 １ 項 第 ８ 号 及 び 伊 佐 市 議 会

の 議 決 に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る

条 例 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ

り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 4 8号 「 財 産 の 減 額 及 び 無 償 貸 付 け 」 に つ

い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 指 定 管 理 期 間 が 満 了 す る 令 和 ３

年 ９ 月 3 0日 を も っ て 行 政 財 産 と し て の 用 途 を 廃 止 し 、

普 通 財 産 に 移 管 す る 夢 さ く ら 館 を 、 平 成 27年 1 0月 か ら 指

定 管 理 者 と し て 利 用 者 数 を 増 加 さ せ 地 域 経 済 の 振 興 に も

寄 与 し て き た 実 績 の あ る 株 式 会 社 伊 佐 牧 場 に 、 施 設 の 維

持 管 理 経 費 が 借 受 人 の 負 担 と な る こ と な ど を 考 慮 し 、 経

営 負 担 を 軽 減 さ せ 地 域 経 済 の 振 興 や 雇 用 の 維 持 に 資 す る

た め 、 土 地 に つ い て は 減 額 し て 、 建 物 に つ い て は 無 償 に

て 貸 し 付 け る こ と に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 9 6条 第 １ 項 第

６ 号 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 4 9号 「 市 道 路 線 の 認 定 」 に つ い て 説 明 申

し 上 げ ま す 。  

 

認 定 路 線 の 「 舟 津 田 ７ 号 線 」 は 、 延 長 1 4 5ｍ 、 幅 員 ４ ｍ

の 路 線 で 、 県 道 南 浦 築 地 線 改 良 事 業 に 伴 い 旧 道 と な っ た

部 分 を 県 か ら 市 へ 譲 渡 さ れ る も の で あ り 、 市 道 認 定 す る

こ と に つ い て 、 道 路 法 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 議 会
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の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 諮 問 第 １ 号 「 人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 」 に

つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 人 権 擁 護 委 員 の お 一 人 が 、 令

和 ３ 年 ３ 月 3 1日 を も っ て 退 任 さ れ た こ と に 伴 い 、 上 薗

信 行 氏 を 新 た な 候 補 者 と し て 推 薦 す る た め 、 人 権 擁 護

委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 意 見 を 求 め

る も の で あ り ま す 。  

 

 上 薗 信 行 氏 に つ き ま し て は 、 昭 和 5 3年 に 菱 刈 町 職 員 と

し て 奉 職 以 来 4 2年 間 行 政 に 携 わ っ て こ ら れ 、 こ の 間 、 税

務 課 長 等 を 歴 任 さ れ て お り 、 人 格 、 識 見 に 優 れ 、 人 権 擁

護 に つ い て 理 解 の 深 い 方 で す の で 、 こ こ に 推 薦 す る も

の で あ り ま す 。  

 

 以 上 、 議 案 1 1件 、 諮 問 １ 件 に つ い て 説 明 い た し ま し た

が 、 よ ろ し く ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

 

―――  降  壇  ―――  


